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小浜市

平成 29年 1月 10日

1.地域の循環型社会形成を推進するための基本的事項

(1)対象地域

構成市町村名 小浜市

面    積 233.09k m2

人    口 30,227人 (平成 28年 3月 31日 、外国人含む)

(2)計画期間

本計画は、平成 29年 4月 1日 から平成 34年 3月 31日 までの 5年間を計画期間とする。

なお、計画期間内でも、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合に

は計画を見直すものとする。

(3)基本的な方向

小浜市は、福井県の南西部に位置し、北は国定公園の指定を受けた日本海で唯一の長い

リアス式海岸を有する若狭湾に面し、南は東西に走る京都北部の山岳地帯で一部滋賀県と

も接している。

北陸圏域の福井県にありながら風俗、習慣、言語などは近畿圏域との歴史的 。文化的つ

ながりのため、いくぶん異なっており、気候についても概ね温和・温暖である。

地形的には、市のほぼ中央を流れる北川・南川の 2大河川は、海岸に沿つて細長く走る

肥沃な平野を貫流し、小浜湾に流入している。

市制は、昭和 26年に 1町 7村が合併して敷かれ、その後 2村の編入により現状の小浜市

となる。そして平成 23年には市制施行 60周年を迎え、『「夢、無限大」感動おばま』を目

指す将来像として堅実に歩み続けている。

本市の生活排水については、公共下水道事業は、昭和 58年度から着手し、現在において

面整備がほぼ完了した。平成 28年 3月 31日 において、公共下水道区域における処理区域

内人口普及率は、99.1%であり、水洗化率は 88.5%である。

農業集落排水事業は、昭和 60年度から着手し、平成 17年度に建設が完了した。農業集

落排水区域における処理区域内人口普及率は 100%であり、水洗化率 97.2%である。

漁業集落環境整備事業は、昭和 61年度から着手し、平成 11年度に建設が完了した。漁

業集落排水区域における処理区域内人口普及率は 100%であり、水洗化率 99.1%である。

一方、それら以外の区域を合併処理浄化槽区域として平成 5年度から合併処理浄化槽設

置補助金による浄化槽の設置に取 り組んできた。合併処理浄化槽区域では、水洗化率が

75.3%であり、約 4分の1の生活排水が未処理のまま水路等に排出されている状況である。

今後は、公共下水道区域をはじめ、集落排水区域の水洗化率の向上を図るとともに、合

併処理浄化槽の設置を推進する。

本市の目指す 「食のまちづくり」の 「食」は、生命や文化の根源であるが、水はその食

を支える根源である。この水を保全することは、今の私達の生命や文化を守り育てるだけ



でなく、将来の人たちに対する責務でもある。

このため、本市の生活排水対策の目標は、長期的に市全体の水洗化率を 100%に近づけ、

海域や河川などの公共用水域の水質保全に資することである。

2.循環型社会形成推進のための現状と目標

(1)生活排水の処理の現状

平成 27年度の生活排水の処理状況及びし尿・汚泥等の排出量は次のとおりである。生

活排水処理対象人口は、全体で 30,227人 であり、水洗化人口は、27,654人 、汚水衛生処

理率 91.5%である。し尿発生量は 1,952k1/年、浄化槽汚泥発生量は、3,774k1/年 であり、

処理・処分量 (=収集・運搬量)は 5,726k1/年である。

し尿発生量

1,952回 /年

図 11 本市の生活排水の処理状況フロー

公共下水1道

18,184人  (602%)

27,654人(915%) 8,488人 (28.1

合併1処理浄化槽 浄化槽汚泥発生量

30,227人(100%) 3,774H/年

単独処理浄‐化槽

402人 (1.3%)

2,573人 (85%)

非水洗化人ロ

2,171 人 (7.2%)



(2)生活排水の処理の目標

生活排水処理については、表 11、 図 12に掲げる日標のとおり、合併処理浄化槽の整

備等を進めていくものとする。

表 1-1 生活排水処理に関する現状 と目標

し尿発生量

1,624鳳 /年

図 12 目標達成時の生活排水の処理人口と処理状況 (平成 34年度)

平成 27年度実績 平成 34年度 目標

処理形態別

人 口

公共下水道 18,184人   (60. 2%) 17,762人   (61.5%)

農業集落υF水施設等 8,488A     (28.1%) 8,110人   (28.1%)

合併処理浄化槽等 982人   (3.2%) 885人   (3.0%)

未処理人 口 2,573人   (8.5%) 2,138メ、   (7.4%)

合計 30,227メ、 28,895ノ、

し尿・汚泥

の量

汲み取 りし尿量 1,952kl 1,624kl

浄化槽汚泥量 3,774kl 3,545kl

合 計 5,726kl 5,169kl

17,762人 (615%)

集落ツト水施設

26,757人 (926%) 8,110人 (281%)

合併処理浄化槽 浄化槽汚泥発生量

28,895人(100.0%) 885人 (3.0%)

単独1処理浄化槽

334人(12%)

2,138人 (74%)

非水洗化人口

1,804人 (6%)



施策の内容

(1)発生抑制、再使用の推進

公共下水道区域や集落排水区域においては、水洗化率の向上に努め、合併処理浄化槽

区域においては、さらなる合併処理浄化槽の普及に努めるとともに、年 1回の法定検査

の実施を啓発する。

また、し尿、浄化槽汚泥 (集落排水処理施設等からの汚泥を含む)については、し尿

処理施設において処理し、脱水・乾燥後、乾燥肥料として再生利用を行つてお り、今後

とも推進 していく。

(2)処理体制

生活排水の処理体制については、市街地区域の「公共下水道事業」、農村区域の「農業

集落排水事業」、漁村区域の 「漁業集落環境整備事業」、そして、その他の区域を合併処

理浄化槽で整備を進めてきた。 (添付資料 2の とおり)

合併処理浄化槽区域では、浄化槽設置整備事業を活用し、平成 25年度から平成 27年

度の 3年間で 15基を設置した。今後とも合併処理浄化槽の設置を推進し、生活環境の向

上を図る。

(3)処理施設の整備                           ｀

合併処理浄化槽の整備については、表 21の とおり行 う。

表 21 合併処理浄化槽への移行計画

事業

番号
事業名

直近の整備済基数 (基 )

(平成 27年度末 )

整備計画基数

(基 )

整備計画人 口

(人 )

事業期間

1 浄化槽設置整備事業
７
′ H29～ 33

2 浄化槽市町村整備推進事業 0 0 0

3 その他地方単独事業 0 0 0

合 計 125 ０
４



4 計画のフォローアップと事後評価

(1)計画のフォローアップ

毎年、計画の進捗状況を把握 し、必要に応 じて、福井県および国との意見交換をしつつ、

計画の進捗状況を勘案 し、計画の見直しを行 う。

(2)事後評価及び計画の見直し

計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果を取 りまとめた時点で、速やかに計

画の事後評価、日標達成状況の評価を行 う。

また、評価結果を次期計画策定に反映させるものとする。

なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応 じ計画を見直すもの

とする。
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添付資料 1 生活排水処理 に関す る トレン ドグラフ

(人 )

30,000    35,000

〔平瑾歩度〕

〔平舎歩司

〔平嗜をiζ度〕

〔平[よiζ
度〕

〔再裁野〕
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様式3

の 型社会形成推進のための施策一

施策種男1
施策の名
■1称■■

施策の1内容 事業主体

事業期間|
交付期間|

付
一必
一の
一否

交
一金
．要
一要

事■業■1計■画
備
一考一

７
．

野

開始 終了 理
性

H30

年度
世
轄 一世

・雑
一鴨
一牲

発生抑制、
再使用の
推進に関
するもの

1

水洗化率
の向上と
合併処理
浄化槽の

普及

公共下水道区域や集落排水
区域の水洗化率の向上に努
め、合併処理浄化槽区域の

さらなる合併処理浄化槽の

普及に努めるとともに、年
1回の法定検査の実施を啓
発する。
し尿や浄化槽汚泥を乾燥肥
料として再生利用すること

を推進する。

小浜市 事業実施

処理体制
に関するも
の

2

生活排水
の処理体
制

「公共下水道事業」、「農
業集落排水事業」、「漁業
集落環境整備事業」および

合併処理浄化槽で整備を進
めてきた。
今後とも合併処理浄化槽

の設置を推進し、生活環境
の向上を図る。

小浜市 事業実施

処理施設
の整備に

関するも
の

3

浄化槽設
置整備事
業

合併処理浄化槽の設置に対

する補助
小浜市 H29 H33 ○ 合併処理浄化槽整備



【参考資料様式 5】

事業番号 3

施設概要 (浄化槽系 )

○交付金対象となる浄化槽の整備規模及び選定額 (内 訳 )

※個人設置型と市町村設置型とを明記 し、双方の整備がある場合は、表を分けて記載のこと。

都道府県名 福井県

(1)事業主体名 小浜市

(2)事業名称 浄化槽設置整備事業

(3)事業 の実施 目的及 び内容

本市の生活排水については、公共下水道事業は、昭和 58年

度か ら着手 し、現在において面整備がほぼ完了 した。平成 28

年 3月 31日 において、公共下水道区域における処理区域内人

口普及率は、99.1%で あ り、水洗化率は 88.5%で ある。

農業集落排水事業は、昭和 60年度か ら着手 し、平成 17年

度 に建設が完了 した。農業集落排水区域における処理区域内

人 口普及率は 100%で あり、水洗化率 97.2%で ある。

漁業集落環境整備事業は、昭和 61年度か ら着手 し、平成 11

年度に建設が完了 した。漁業集落排水区域における処理区域

内人 口普及率は 100%で あり、水洗化率 99.1%で ある。

一方、それ ら以外の区域を合併処理浄化槽区域 として平成 5

年度か ら合併処理浄化槽設置補助金 による浄化槽の設置に取

り組んできた。合併処理浄化槽区域では、水洗化率が 75.3%

であ り、約 4分 の 1の 生活排水が未処理のまま水路等に排出

されている状況である。

このため、今後は、公共下水道区域 をは じめ、集落排水区

域の水洗化率の向上を図るとともに、合併処理浄化槽の設置

を推進 し、生活排水の未処理人 口率8.5%(H27末 )か ら7.4%

(H34)を 目指す。

(4)事業期 間 平成29年度～平成33年度

(5)事業対象地域 の要件

浄化槽設置整備事業実施要綱第 3(1)の

アー (ウ )水道水源の流域 (水道水源 )

アー (力 )自 然公園法 (昭和32年法律第161号 )第 2条第 1項

に規定す る 自然公 園等す ぐれ た 自然環境 を有す

る地域 (自 然公 園法 )

(6)事業計画額 交付対象事業費 10,425千 円

人槽区分
交付対象基数

(72人分 )

基準額
対象経費

支 出予定額
選定額

5人槽 15基 (45人 分 ) 5,280 5,280 5,280

6～ 7人槽 5基 (15人 分 ) 2,205 2,205 2,205

8～ 10人槽 5基 (12人分 ) 2,940 2,940 2,940

11～ 20人槽 基 (  人分 )

21～ 30人 槽 基 (  人 分 )

31～ 50人 槽 基 (  人分 )

51人 槽以上 基 (  人分 )

合 計 25基 (72人分 ) 10,425 10,425 10,425




